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◎ 主要事業一覧の位置づけ
 

八戸市まち・ひと・しごと創生総合戦略では、当市におけるまち・ひと・しごと創生に向け、平成 27～31 年度の５年間における政

策の基本目標を定めるとともに、具体的な施策を掲げています。 

この主要事業一覧は、これらの施策に基づき取り組んでいく主要な事業を整理したものであり、総合戦略の付属資料として、毎年度の

進行管理にあわせて更新を図ります。 

◎ 記載内容

○「 区 分 」欄： 以下５種類に整理し、記載しています。 
 

継  続 … 平成29年度以前から実施している事業 

新  規 … 平成30年度から新しく実施している事業 

拡  充 … 平成30年度から内容を拡充している事業  
○「 概 要 」欄： 事業の内容を簡潔にまとめて記載しています。 

○「実施主体」欄： 市・県・国・その他の団体の４種類で記載して

います。なお、その他の団体の場合には、具体的

な名称を記載しています。 

○「事業期間」欄： 総合戦略の計画期間（平成 27～31 年度）に

おける実施期間を記載しています。そのため、

平成 26 年度以前から実施している事業であっ

ても、始期は平成 27 年度とし、計画期間後に

継続することが明らかな場合であっても、終期

は平成 31 年度としています。 

○「担当部署」欄： 作成時点の担当部署を記載しているため、機構

改革があった場合など、年度ごとに担当部署の名

称が変わる場合があります。 

◎ 主要事業一覧の登載事業数       （平成 30 年４月 1日現在） 
 

基本目標 事業数 継続 新規 拡充 

１ 多様な就業機会を創出する 79 68 4 7 

２ 新しい人の流れをつくる 76 65 4 7 

３ 結婚・出産・子育ての希望をかなえる 50 39 3 8 

４ 住み続けたいまちをかたちづくる 102 89 2 11 

総事業数 307 261 13 33 

再掲分を除いた実事業数 262 221 13 28 
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基本⽬標１　多様な就業機会を創出する
【施策１】 地域産業の成長・発展

① 農水畜産業の競争力強化

区分 事業名 概　　　要 実施主体 事業期間 市担当部署

新規 漆生産体制整備事業 市、八戸圏域連携
中枢都市圏構成町
村

H30～H31▷【連携対象】二戸、久慈両圏域と連携を図りながら、
　八戸圏域内でウルシを計画的に植栽する。

農林畜産課

継続 畜産関連産業振興事業［再掲］ 市、八戸圏域連携
中枢都市圏構成町
村

H27～H31▷【連携対象】「八戸地域畜産関連産業振興ビジョン」
　に基づき、各種取組を行う。

農林畜産課

継続 環境保全型農業普及促進事業 市 H27～H31▷エコファーマー認定制度や特別栽培農産物認証制度を
　周知する。
▷環境保全型農業直接支援対策事業を推進する。

農業経営振興センター

継続 地域農業経営再開復興支援事業 市 H27～H31▷地域農業の中心となる経営体を位置付けた「経営再開
　マスタープラン」を作成・更新する。
▷新規就農者に対して、農業次世代人材投資資金を交付
　する。

農業経営振興センター

拡充 南郷新規作物研究事業 市 H27～H31▷新規作物の有識者で構成する南郷新規作物研究会議に
 　おいて、南郷地区における新たな作物を研究する。

 　▷八戸ワイン産業創出プロジェクトを推進する。
▷「地域おこし協力隊」が南郷地区で取り組む地域おこ
　しを支援する。
≪拡充する内容≫
※八戸ワインフォーラムの開催
※ワイン用ぶどう雨よけ施設整備の支援

農業経営振興センター

継続 担い手総合支援事業 市 H27～H31▷新たな認定農業者や新規就農者の掘り起こしを推進す
　る。

農業経営振興センター

拡充 農業新ブランド育成事業 市 H27～H31▷八戸市の農産物の販売戦略を策定する。
▷ブランド力の創出のための情報を発信する。
≪拡充する内容≫
※八戸マチニワいちごマルシェの開催

農業経営振興センター

継続 野菜等産地力強化支援事業 市 H27～H31▷農業用パイプハウスなどの施設整備費の一部を補助す
　る。

農業経営振興センター

継続 魚市場機能整備事業 市 H27～H31▷ＥＵへの輸出が可能なレベルでの衛生管理を行うＨＡ
　ＣＣＰ（ハサップ）型荷捌き施設等を整備する。

水産事務所

継続 衛生管理推進事業 市、水産関係団体
等

H27～H31▷魚市場入場者、加工場従事者等の衛生管理及び新技術
　導入に関する意識醸成を推進する。
▷ＨＡＣＣＰ（ハサップ）実務管理者を養成する。

水産事務所
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2

基本⽬標１　多様な就業機会を創出する
【施策１】 地域産業の成長・発展

① 農水畜産業の競争力強化

区分 事業名 概　　　要 実施主体 事業期間 市担当部署

継続 漁業後継者育成研修　賓陽（ひん
よう）塾（県）

県 H27～H31▷漁業後継者または新規漁業就業希望者を対象に、漁業
　基礎研修や現地研修、資格取得講習等を開催する。

水産事務所

継続 漁船乗組員養成事業（国・民間） 国、八戸船舶乗組
員養成協会

H27～H31▷各種資格取得のための講習会を開催する。 水産事務所

継続 漁船誘致推進事業 市 H27～H31▷県外のまき網漁船の船主や、東京都の北部太平洋まき
　網漁業協同組連合会を訪問する。

水産事務所

継続 水産加工試作品等の展示試食会
（県）

県 H27～H31▷水産物加工試作品等の展示試食会を開催する。 水産事務所

継続 水産業復興ビジョンの推進 市、県、水産関係
団体等

H27～H31▷「はちのへ水産振興会議」を設置し、水産業復興ビジ
　ョンを推進する。
▷新たな養殖の可能性を調査研究する。

水産事務所

継続 水産物流通加工振興事業 市、県、商工会議
所、水産関係団体
等

H27～H31▷当市水産加工品の販路拡大のため「はちのへ水産加工
　品展示商談会」の開催を支援する。
▷「八戸前沖さばブランド推進協議会」に参画し、サバ
　のブランド化を推進する。
▷「イカの街はちのへ連絡協議会」を開催する。
▷ハラル認証の取得を支援する。

水産事務所

継続 八戸地域プロジェクトの推進 市、県、国、水産
関係団体等

H27～H31▷漁船漁業の構造改革を推進する。 水産事務所



基本⽬標１　多様な就業機会を創出する
【施策１】 地域産業の成長・発展

② 中小企業等の経営強化と企業の立地促進

区分 事業名 概　　　要 実施主体 事業期間 市担当部署

継続 革新的ものづくり企業連携促進事
業

市、八戸圏域連携
中枢都市圏構成町
村

H27～H31▷【連携対象】「企業交流サロン」を開催する。
▷【連携対象】競争的資金の獲得経験等のある企業によ
　るパネルディスカッションを開催する。

商工課

新規 課題発掘支援・課題解決コーディ
ネート事業

市 H30～H31▷コーディネーターによる地域製造業の課題発掘、解決
　に向けたコーディネート活動を実施する。

商工課

継続 経営安定化サポート資金［再掲］ 市 H27～H31▷中小企業者の経営安定化や事業再生に取り組む中小企
　業者に対して、保証料を補給する。

商工課

拡充 新商品・新サービス開発支援事業 市、八戸圏域連携
中枢都市圏構成町
村

H27～H31▷【連携対象】施策説明会等を開催する。
▷【連携対象】市内事業所の訪問調査や課題解決のため
　の取組を支援する。
▷【連携対象】地域内行政機関・支援機関で産学官金連
　携会議を開催する。
≪拡充する内容≫
※外需要向け商品開発支援補助金の創設

商工課

継続 産学官共同研究開発支援事業［再
掲］

市、八戸圏域連携
中枢都市圏構成町
村

H27～H31▷【連携対象】産学官共同研究開発の状況調査・実用化
　事例集を作成する。
▷【連携対象】大学等と行う共同研究開発を支援する。
　

商工課

継続 生産性カイゼン実践支援事業 市 H29～H31▷トヨタ自動車東日本㈱と連携を図り、市内製造業の生
　産現場の改善や人材育成を支援する。

商工課

継続 創業補助金（国）［再掲］ 国 H27～H31▷新たな事業や新商品・サービスを提供する創業者に対
　して、創業に要する費用の一部を助成する。
▷事業承継を契機に既存事業を廃業し、新分野に挑戦す
　るなどの第二創業者に対して費用の一部を助成する。
　

商工課

継続 販路開拓活動支援事業［再掲］ 市、八戸圏域連携
中枢都市圏構成町
村

H27～H31▷【連携対象】販路開拓支援セミナーを開催する。
▷【連携対象】支援ニーズの発掘や受発注拡大に向けた
　コーディネート活動を行う。
▷【連携対象】企業展示会等への出展や、販路開拓活動
　における課題解決のための取組を支援する。

商工課

継続 知的財産権対策支援事業 市 H27～H31▷知的財産権に関するセミナー等を開催する。
▷  知的財産権に関する相談に対し、助言などを行う。

 　▷特許・実用新案取得に係る経費を補助する。

商工課
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基本⽬標１　多様な就業機会を創出する
【施策１】 地域産業の成長・発展

② 中小企業等の経営強化と企業の立地促進

区分 事業名 概　　　要 実施主体 事業期間 市担当部署

継続 中小企業振興資金 市 H27～H31▷㈱商工組合中央金庫に対して、中小企業振興資金の原
　資を預託する。

商工課

継続 中小企業振興補助金 市 H27～H31▷高度化事業や共同施設設置事業を助成する。
▷指定地域内への工場等の設置や、新事業活動を助成す
　る。

商工課

継続 中小企業相談所支援事業 市 H27～H31▷中小企業相談所が行う中小企業者に対する経営改善普
　及事業や、八戸商工会議所が行う商工業の総合的な改
　善発達のための地域総合振興事業に要する経費の一部
　を助成する。

商工課

継続 中小企業特別保証制度 市 H27～H31▷当市の融資制度の円滑な運用のため、市内金融機関に
　対し、市融資制度の原資の一部を預託する。
▷「青森県・八戸市」連携融資制度等を活用して融資を
　受ける中小企業者に対して、信用保証料の全額を補給
　する。

商工課

継続 八戸ブランド商標登録支援事業 市 H27～H31▷商標出願、登録及び地理的表示保護制度の登録を支援
　する。

商工課

継続 ＩＴ産業集積促進事業［再掲］ 市、八戸圏域連携
中枢都市圏構成町
村（連携対象の取
組のみ）

H27～H31▷市のパートナーオフィスビルに誘致企業が入居した際
　に、改装等に要した経費の一部を補助する。
▷「八戸ＩＴ・テレマーケティング未来創造協議会」を
　支援する。
▷【連携対象】市の誘致企業であるテレマーケティング
　等関連企業に対し、賃料補助金や雇用奨励金を交付す
　る。

産業労政課

継続 エネルギーシステム転換支援事業 市 H27～H31▷  エネルギーシステムの転換に係る費用を補助する。
 　▷ＬＮＧの利用促進に関するセミナー等を開催す

る。

産業労政課

継続 ＬＮＧ輸入基地計画の推進 市、民間 H27～H31▷関連企業の誘致を行う。
▷ＬＮＧの利用促進や水素社会づくりに係る専門家から
　情報を収集する。

産業労政課

継続 企業誘致情報発信事業 市、企業誘致促進
協議会

H27～H31▷企業誘致に関する当市の優位性や魅力をＰＲする。 産業労政課



基本⽬標１　多様な就業機会を創出する
【施策１】 地域産業の成長・発展

② 中小企業等の経営強化と企業の立地促進

区分 事業名 概　　　要 実施主体 事業期間 市担当部署

継続 企業誘致セミナー開催事業 市、企業誘致促進
協議会、八戸圏域
連携中枢都市圏構
成町村

H27～H31▷【連携対象】市長によるプレゼンテーションや、講演
　会・情報交換会を開催する。
▷【連携対象】圏域の立地環境やインセンティブ等を総
　合的にＰＲする。

産業労政課

拡充 企業立地促進奨励金 市 H27～H31▷立地する企業に対して、土地購入や設備投資、地元雇
　用に要する経費に対して奨励金を交付する。
≪拡充する内容≫
※各奨励金の雇用要件を八戸圏域連携中枢都市圏の圏域
　に拡大

産業労政課

継続 新産業団地整備・開発推進事業 市 H27～H31▷新たな産業用地整備に向けて、調査・設計等を実施す
　る。

産業労政課

継続 成長産業立地等支援事業 市、八戸圏域連携
中枢都市圏構成町
村

H27～H31▷【連携対象】環境エネルギー、医療、福祉、食品、自
　動車、航空宇宙産業関連企業等の圏域内への新規立地
　及び圏域内企業の新規参入を支援する。

産業労政課

新規 テクノフロンティア八戸運営事業 市 H30～H31▷企業立地を誘導することにより、雇用の確保を図り、
　もって地域経済の活性化を推進するため、貸工場とし
　て（仮称）テクノフロンティア八戸を運営する。

産業労政課

継続 トップセールス推進事業 市 H27～H31▷市長のリーダーシップのもとで企業誘致を着実に推進
　するために、トップセールスを実施する。

産業労政課

継続 八戸港飼料コンビナート拡充支援
の実施［再掲］

市 H27～H31▷八戸飼料穀物コンビナートの拡充に関する情報を収集
　する。

産業労政課

継続 誘致企業関連情報収集事業 市 H27～H31▷高度技術産業に属する企業の情報や地元企業と関連す
　る域外企業の情報を収集する。
▷経済活動が活発な地域等からの企業誘致を実施する。
　

産業労政課
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6

基本⽬標１　多様な就業機会を創出する
【施策１】 地域産業の成長・発展

③ 販路の拡大と八戸港の物流機能の強化

区分 事業名 概　　　要 実施主体 事業期間 市担当部署

継続 eコマース人材育成事業［再掲］ 市、八戸圏域連携
中枢都市圏構成町
村

H29～H31▷【連携対象】八戸学院地域連携研究センターやＩＴ関
　連企業と連携し、ＥＣサイト運営に必要なスキルを習
　得するための講座を開設する。

商工課

継続 海外経済交流事業 市、県 H27～H31▷米国タコマ港との経済貿易協定を更新する。
▷姉妹港であるマニラ港（フィリピン）や中国天津市・
　蘭州市等の友好都市等との経済交流に係る情報を収集
　する。
▷八戸市海外経済協力員を委嘱する。

商工課

拡充 海外販路拡大事業 市、県、八戸港国
際物流拠点化推進
協議会、八戸圏域
連携中枢都市圏構
成町村

H27～H31▷【連携対象】海外展示会へのブース出展やバイヤーと
　のマッチングを支援する。
▷【連携対象】青森県産品に関する海外フェアの開催や
　出展を支援する。
▷【連携対象】ハラル認証商品等の海外への販売促進を
　支援する。
▷【連携対象】海外販路の拡大に取り組むメーカーや、
　海外での物産展等を企画・主催する事業者に対し、補
　助金を交付する。
≪拡充する内容≫
※米国食品安全強化法等への対応支援
※海外販路拡大支援事業補助金を八戸圏域連携中枢都市
　圏の圏域に拡大

商工課

継続 Ｂｕｙはちのへ運動普及啓発推進
事業

市 H27～H31▷八戸商工会議所Ｂｕｙはちのへ推進会議が行う市民及
　び各事業所を対象とした「地域内経済循環」意識の普
　及・促進事業を助成する。

商工課

継続 ポートセールス活動の実施 市、県、八戸港国
際物流拠点化推進
協議会

H27～H31▷企業訪問等によるポートセールス活動を行う。
▷海外・首都圏にてポートセミナーを開催する。

商工課

継続 八戸港飼料コンビナート拡充支援
の実施［再掲］

市 H27～H31▷八戸飼料穀物コンビナートの拡充に関する情報を収集
　する。

産業労政課

拡充 物産販売促進事業［再掲］ 市、八戸圏域連携
中枢都市圏構成町
村（連携対象の取
組のみ）

H27～H31▷（公社）八戸市物産協会の活動費の一部を補助する。
　
▷八戸せんべい汁研究所が行うご当地グルメ普及活動経
　費の一部を補助する。
▷観光ＰＲイベントでの食ブースを出展する。
▷【連携対象】首都圏の大規模商談会であるスーパーマ

 　ーケットトレードショー（ＳＭＴＳ）へ出展する。
 　≪拡充する内容≫

※ふるさと祭り東京への山車出展

観光課



基本⽬標１　多様な就業機会を創出する
【施策１】 地域産業の成長・発展

③ 販路の拡大と八戸港の物流機能の強化

区分 事業名 概　　　要 実施主体 事業期間 市担当部署

継続 港湾整備事業（国・県） 県、国 H27～H31▷中央第１防波堤や中央第２防波堤、航路・泊地を整備
　する。
▷河原木地区沼館緑地や、市川船だまり防砂堤を整備す
　る。

港湾河川課

拡充 学校給食における地産地消の推進 市 H27～H31▷地産地消への関心と理解を深めるため、給食に市内及
 　び県産品を取り入れるなどの食育活動を実施する。

 　≪拡充する内容≫
※和食献立に関する調理講習会の開催

学校教育課
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8

基本⽬標１　多様な就業機会を創出する
【施策２】 雇用・起業・女性活躍の促進

① 雇用・就業の支援

区分 事業名 概　　　要 実施主体 事業期間 市担当部署

継続 ＩＴ産業集積促進事業［再掲］ 市、八戸圏域連携
中枢都市圏構成町
村（連携対象の取
組のみ）

H27～H31▷市のパートナーオフィスビルに誘致企業が入居した際
　に、改装等に要した経費の一部を補助する。
▷「八戸ＩＴ・テレマーケティング未来創造協議会」を
　支援する。
▷【連携対象】市の誘致企業であるテレマーケティング
　等関連企業に対し、賃料補助金や雇用奨励金を交付す
　る。

産業労政課

継続 技能者養成に対する補助 市 H27～H31▷職業訓練を行う中小企業者や職業訓練法人に対して運
　営費の一部を助成する。

産業労政課

継続 求人情報無料ウェブサイト運営事
業［再掲］

市、八戸圏域連携
中枢都市圏構成町
村

H27～H31▷【連携対象】求人企業の詳細情報をＷＥＢサイトに掲
　載し、働く人の側へ積極的にＰＲする場を提供する。
　

産業労政課

継続 雇用奨励金交付事業 市 H27～H31▷障がい者、未就職新規高卒者、期間満了及び企業整理
　等非自発的離職者を常用雇用した事業主に対し雇用奨
　励金を交付する。

産業労政課

継続 地元企業ファンづくりプロジェク
ト［再掲］

市 H27～H31▷企業と協力して、小学生から大学生が地元企業のこと
　を学ぶ機会（出前講座・視察見学）を提供する。

産業労政課

継続 シルバー人材センター育成・援助
事業［再掲］

市 H27～H31▷高齢者の地域における就労やボランティア活動などを
　行うシルバー人材センターを支援する。

産業労政課

継続 地域事業所人材獲得等支援事業 市、八戸圏域連携
中枢都市圏構成町
村

H29～H31▷【連携対象】圏域内事業所の情報発信力の強化、採用
　力の向上、インターンシップ受入体制の構築を支援す
　るためのセミナーを開催する。
▷【連携対象】セミナー参加事業所を対象とした個別相
　談を実施する。
▷【連携対象】圏域内事業所が首都圏等で開催される就
　職・転職フェア等に出展する場合に経費の一部を助成
　する。

産業労政課

継続 フロンティア八戸職業訓練助成金
制度

市 H27～H31▷厚生労働大臣指定の教育訓練講座や労働安全衛生法に
　基づく技能講習を受講、修了した場合に受講料の一部
　を助成する。

産業労政課



基本⽬標１　多様な就業機会を創出する
【施策２】 雇用・起業・女性活躍の促進

① 雇用・就業の支援

区分 事業名 概　　　要 実施主体 事業期間 市担当部署

継続 無料職業紹介事業 市 H27～H31▷市の助成制度や人材還流促進事業を活用する企業、誘
　致企業の求人登録を行うと同時に紹介する。
▷当紹介所で取り扱う求人企業へ就職を希望する求職者
　の求職登録や職業紹介を行う。
▷  雇用支援アドバイザーによる職業相談を実施する。

 　▷ＵＩＪターン就職希望者への求人情報の提供や
マッチ
　ングを行う。
▷求人企業の概要や企業写真・トピックス・企業ＰＲな
　どの企業情報を収集する。

産業労政課
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10

基本⽬標１　多様な就業機会を創出する
【施策２】 雇用・起業・女性活躍の促進

② 起業の促進

区分 事業名 概　　　要 実施主体 事業期間 市担当部署

継続 中心商店街空き店舗・空き床解消
事業［再掲］

市 H27～H31▷中心商店街の特定道路に面した空き店舗等に出店する
　事業者に対し、費用の一部を助成する。

まちづくり文化推進室

継続 八戸ポータルミュージアム事業
［再掲］

市、八戸圏域連携
中枢都市圏構成町
村（連携対象の取
組のみ）

H28～H31▷【連携対象】文化芸術振興事業を実施する。
▷子育て支援事業を実施する。
▷観光振興事業を実施する。
▷【連携対象】ものづくり事業を実施する。

八戸ポータルミュージ
アム

継続 あおもり起業家養成研修（県） 県 H27～H31▷創業・起業に関心がある方、または検討している方を
　対象に、専門の講師によるビジネスプランの作成講座
　を開催する。
▷構想段階から事業計画の構築まで、より具体的に創業
　準備の実践的支援を行う。

商工課

継続 eコマース人材育成事業［再掲］ 市、八戸圏域連携
中枢都市圏構成町
村

H29～H31▷【連携対象】八戸学院地域連携研究センターやＩＴ関
　連企業と連携し、ＥＣサイト運営に必要なスキルを習
　得するための講座を開設する。

商工課

継続 経営安定化サポート資金［再掲］ 市 H27～H31▷中小企業者の経営安定化や事業再生に取り組む中小企
　業者に対して、保証料を補給する。

商工課

継続 県空き店舗チャレンジ融資保証料
及び利子補給事業

市 H27～H31▷県による「未来を変える挑戦資金特別保証制度」のう
　ち“空き店舗活用チャレンジ融資”を活用して融資を
　受ける中小企業者に対し、信用保証料の全額と利子の
　一部を補給する。

商工課

継続 創業補助金（国）［再掲］ 国 H27～H31▷新たな事業や新商品・サービスを提供する創業者に対
　して、創業に要する費用の一部を助成する。
▷事業承継を契機に既存事業を廃業し、新分野に挑戦す
　るなどの第二創業者に対して費用の一部を助成する。
　

商工課

継続 創業チャレンジクラブ（民間）
［再掲］

公益財団法人２１
あおもり産業総合
支援センター

H27～H31▷創業に関心のある方からの相談に対して助言などを行
　う。
▷各種セミナーの開催情報等を発信するとともに、チャ
　レンジコーナーでの創業準備スペースを提供する。

商工課

継続 八戸市創業融資利子補給制度 市 H27～H31▷八戸商工会議所の指導を受け、日本政策金融公庫の創
　業に係る融資を受けるものに対して、支払い利息の一
　部を補給する。

商工課



基本⽬標１　多様な就業機会を創出する
【施策２】 雇用・起業・女性活躍の促進

② 起業の促進

区分 事業名 概　　　要 実施主体 事業期間 市担当部署

継続 はちのへ創業・事業承継サポート
センター事業［再掲］

市、八戸圏域連携
中枢都市圏構成町
村

H27～H31▷【連携対象】創業支援拠点として「はちのへ創業・事
　業承継サポートセンター」を設置する。
▷【連携対象】専属相談員及び八戸商工会議所経営指導
　員による相談対応を常時実施する。
▷【連携対象】セミナー、交流会等により、創業希望者
　を支援する。

商工課

③ 女性活躍の促進

区分 事業名 概　　　要 実施主体 事業期間 市担当部署

新規 女性活躍推進支援事業 市 H30～H31▷中小企業における、女性活躍推進法に基づく一般事業
　主行動計画策定を支援する。

市民連携推進課

継続 女性チャレンジ講座開催事業 市、八戸圏域連携
中枢都市圏構成町
村

H27～H31▷【連携対象】ビジネススキル養成講座や行政講座等を
　開催する。

市民連携推進課

継続 トーキングカフェ開催事業 市 H27～H31▷各分野・各業界において活躍している女性達と市長と
　の意見交換会を開催する。

市民連携推進課

継続 ロールモデルＰＲ事業 市 H28～H31▷ワーク・ライフ・バランス（仕事と生活の調和）の実
　現に向け、起業や就業、社会活動等の様々な分野で活
　躍する方の情報を発信する。

市民連携推進課

継続 附属機関等における女性委員登用
推進事業

市 H28～H31▷女性委員の登用率向上のための取組を検討し、実施す
　る。

行政管理課

継続 創業チャレンジクラブ（民間）
［再掲］

公益財団法人２１
あおもり産業総合
支援センター

H27～H31▷創業に関心のある方からの相談に対して助言などを行
　う。
▷各種セミナーの開催情報等を発信するとともに、チャ
　レンジコーナーでの創業準備スペースを提供する。

商工課

継続 はちのへ創業・事業承継サポート
センター事業［再掲］

市、八戸圏域連携
中枢都市圏構成町
村

H27～H31▷【連携対象】創業支援拠点として「はちのへ創業・事
　業承継サポートセンター」を設置する。
▷【連携対象】専属相談員及び八戸商工会議所経営指導
　員による相談対応を常時実施する。
▷【連携対象】セミナー、交流会等により、創業希望者
　を支援する。

商工課

継続 労働環境改善普及・啓発活動 市 H27～H31▷労働環境の改善に関するポスターの掲示やチラシの配
　布、講習会・セミナー等の開催を周知する。

産業労政課
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12

基本⽬標２　新しい⼈の流れをつくる
【施策１】 移住・人材還流・若者定着の促進

① 移住・U I J ターンの促進

区分 事業名 概　　　要 実施主体 事業期間 市担当部署

拡充 移住交流促進事業［再掲］ 市、八戸圏域連携
中枢都市圏構成町
村

H27～H31▷【連携対象】圏域内の移住・交流促進に関する各種情
　報を発信する。
▷【連携対象】首都圏において圏域出身者を含めたＵＩ
　Ｊターン希望者等の各種相談の実施する。
≪拡充する内容≫
※デジタルメディアの活用
※八戸駅での帰省客へのＰＲ

広報統計課

継続 求人情報無料ウェブサイト運営事
業［再掲］

市、八戸圏域連携
中枢都市圏構成町
村

H27～H31▷【連携対象】求人企業の詳細情報をＷＥＢサイトに掲
　載し、働く人の側へ積極的にＰＲする場を提供する。
　

産業労政課

継続 ほんのり温ったか八戸移住計画支
援事業

市 H28～H31▷大都市圏から地方移住を希望する若年者世帯やひとり
　親世帯のＵＩＪターン就職の促進を図るため、就職希
　望者に対する事前の就職活動及び住居確保にかかる交
　通費、引越費用、住宅費、児童・生徒の学用品の購入
　費を助成する。

産業労政課



基本⽬標２　新しい⼈の流れをつくる
【施策１】 移住・人材還流・若者定着の促進

② 高等教育機関との連携や若者の地元定着の促進

区分 事業名 概　　　要 実施主体 事業期間 市担当部署

継続 地（知）の拠点大学による地方創
生推進事業

市、県、高等教育
機関・企業等

H27～H31▷大学や企業・ＮＰＯ等と協働し、地域における雇用創
　
　出や学卒者の地元定着率の向上を図る。

政策推進課

継続 大学等機能移転支援事業［再掲］ 市 H27～H31▷将来的な大学機能移転を見据え、大学等が中心街で活
　動するための拠点設置を支援する。

まちづくり文化推進室

継続 eコマース人材育成事業［再掲］ 市、八戸圏域連携
中枢都市圏構成町
村

H29～H31▷【連携対象】八戸学院地域連携研究センターやＩＴ関
　連企業と連携し、ＥＣサイト運営に必要なスキルを習
　得するための講座を開設する。

商工課

継続 産学官共同研究開発支援事業［再
掲］

市、八戸圏域連携
中枢都市圏構成町
村

H27～H31▷【連携対象】産学官共同研究開発の状況調査・実用化
　事例集を作成する。
▷【連携対象】大学等と行う共同研究開発を支援する。
　

商工課

継続 離職者対策・若年者対策事業 市 H27～H31▷概ね採用３年未満の従業員や若年未就職者を対象とし
　て、仕事での電話応対術や、クレーム応対術、コミュ
　ニケーション術に関するセミナーを開催する。

産業労政課

継続 防災ノート活用事業［再掲］ 市 H27～H31▷八戸独自に作成した防災ノートの効果的な活用を通し
　て実践的・継続的な防災教育を実施する。

教育指導課

継続 公開講座開催促進事業［再掲］ 市 H27～H31▷地元高等教育機関（八戸工業大学、八戸学院大学、八
　戸工業高等専門学校）等が、中心市街地で開催する公
　開講座を支援する。

社会教育課
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基本⽬標２　新しい⼈の流れをつくる
【施策２】 アート・スポーツ・中心市街地活性化による交流拡大

① アートのまちづくりの推進

区分 事業名 概　　　要 実施主体 事業期間 市担当部署

継続 アートのまちづくりの推進 市 H27～H31▷文化、芸術、アートが持つ創造性を取り入れ、八戸市
　の特色ある伝統文化や地域の風土、地域資源を活用し
　ながら、市民とともに地域の誇りや新たな魅力を生み
　出す、アートのまちづくりを推進する。

まちづくり文化推進室

継続 写真のまち八戸事業 市 H28～H31▷世界的評価を受ける作家と直接的に触れ合い、その作
　品を鑑賞する機会を提供する。
▷展覧会を主軸とした市民によるアート・イベントを支
　援する。

新美術館建設推進室

継続 八戸市美術館整備事業［再掲］ 市 H27～H31▷従来の美術館機能とアートセンター、エデュケーショ
　ンセンターの３つの軸を併せ持つ新しい美術館を整備
　する。

新美術館建設推進室

継続 八戸ポータルミュージアム事業
［再掲］

市、八戸圏域連携
中枢都市圏構成町
村（連携対象の取
組のみ）

H28～H31▷【連携対象】文化芸術振興事業を実施する。
▷子育て支援事業を実施する。
▷観光振興事業を実施する。
▷【連携対象】ものづくり事業を実施する。

八戸ポータルミュージ
アム



基本⽬標２　新しい⼈の流れをつくる
【施策２】 アート・スポーツ・中心市街地活性化による交流拡大

② 地域スポーツの活性化

区分 事業名 概　　　要 実施主体 事業期間 市担当部署

継続 各種スポーツ教室開催事業（民
間）

指定管理者 H27～H31▷親子スケート教室やスイミング講座などの各種スポー
　ツ教室を開催する。

スポーツ振興課

拡充 スポーツイベント・合宿等の誘致 市 H28～H31▷国内のスポーツイベントや合宿の誘致を目的とした組
　織の設立を検討する。
≪拡充する内容≫
※中国からの合宿誘致活動の実施

スポーツ振興課

継続 地域ジュニアサッカー強化事業 八戸学院大学 H27～H31▷小学生のチーム向けの講習会等を開催する場合に、経
　費の一部を補助する。

スポーツ振興課

拡充 地域スポーツチーム応援事業 市 H27～H31▷地域のスポーツチームの知名度の向上や市民との交流
　を図るイベントへを支援する。
▷戦績報告や情報交換等を行う。
▷八戸市民キッズデーを設け、市が指定するスポーツチ
　ームのホーム戦１試合に市内小学生を招待する。
≪拡充する内容≫
※ヴァンラーレ八戸ＦＣホーム戦競技場内に市実施事業
　のＰＲ広告を掲出

スポーツ振興課

継続 地域スポーツチームのスクール事
業

市 H27～H31▷当市が活動拠点に含まれるプロスポーツチームが行う
　スクール活動の広報活動等を行う。

スポーツ振興課

継続 トップレベルのスポーツ選手・指
導者によるスポーツ教室

市 H27～H31▷八戸市体育協会や、各競技団体、その他の関係団体と
　連携し、トップレベルのスポーツ選手・指導者を招へ
　いして、小・中学生を対象としたスポーツ教室を開催
　する。

スポーツ振興課

新規 長根スケートリンクメモリアル事
業

市 H30▷平成３０年度で営業を終了する長根パイピングリンク
　の歴史をたたえるため、クロージングイベントを開催
　する。
▷後世に氷都八戸としてのこれまでの軌跡を伝えるため
　に、デジタルアーカイブを作成し、市民をはじめ広く
　一般に公開する。

スポーツ振興課

新規 スポーツ推進計画の策定 市 H30▷当市の地域特性とスポーツの価値を活かしたまちの魅
　力の創出に資する「スポーツ推進計画」を策定する。
　

スポーツ振興課
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基本⽬標２　新しい⼈の流れをつくる
【施策２】 アート・スポーツ・中心市街地活性化による交流拡大

② 地域スポーツの活性化

区分 事業名 概　　　要 実施主体 事業期間 市担当部署

継続 氷都八戸パワーアッププロジェク
ト事業

市、八戸圏域連携
中枢都市圏構成町
村（連携対象の取
組のみ）

H27～H31▷【連携対象】競技レベルに合わせたスケート教室を実
　施する。
▷中学生を対象にアイスホッケー競技用具の購入費を補
　助する。
▷貸スケート靴を購入する。

スポーツ振興課

継続 屋内スケート場建設事業［再掲］ 市、八戸圏域連携
中枢都市圏構成町
村

H27～H31▷【連携対象】中心市街地に位置する長根公園内に、屋
　内スケート場を整備する。

屋内スケート場建設推
進室

継続 国際大会の誘致 市 H28～H31▷屋内スケート場の完成時期を見据えながら、青森県ス
　ケート連盟と連携し、国際大会に関する情報収集に努
　め、誘致活動を行う。

屋内スケート場建設推
進室

継続 長根公園周辺道路等整備事業　
［再掲］

市 H28～H30▷街なみに配慮した歩行空間の美装化やバリアフリー化
　等を行う。

道路建設課

継続 長根公園再編事業［再掲］ 市 H27～H31▷屋内スケート場建設にあわせて、長根公園を再整備す
　る。

公園緑地課

継続 広域的体験学習支援事業［再掲］ 市、八戸圏域連携
中枢都市圏構成町
村

H27～H31▷【連携対象】八戸圏域連携中枢都市圏（八戸市・三戸
　郡・おいらせ町）内の小学校が、圏内の公共施設等を
　活用した体験学習を行う際に、バスの借上料や施設入
　館料、施設使用料を助成する。

教育指導課



基本⽬標２　新しい⼈の流れをつくる
【施策２】 アート・スポーツ・中心市街地活性化による交流拡大

③ 中心市街地のにぎわい創出

区分 事業名 概　　　要 実施主体 事業期間 市担当部署

継続 大学等機能移転支援事業［再掲］ 市 H27～H31▷将来的な大学機能移転を見据え、大学等が中心街で活
　動するための拠点設置を支援する。

まちづくり文化推進室

継続 中心市街地商業等活性化事業 市、はちのへホコ
テン実行委員会

H27～H31▷「はちのへホコテン」の実行委員会に対し、費用の一
　部を補助する。

まちづくり文化推進室

継続 中心市街地まちなか住宅取得支援
事業

市 H27～H31▷中心市街地内に住宅の取得等を行うものに対し、取得
　費用の一部を補助する。

まちづくり文化推進室

継続 中心商店街空き店舗・空き床解消
事業［再掲］

市 H27～H31▷中心商店街の特定道路に面した空き店舗等に出店する
　事業者に対し、費用の一部を助成する。

まちづくり文化推進室

継続 八戸ブックセンター事業［再掲］ 市、八戸圏域連携
中枢都市圏構成町
村

H27～H31▷【連携対象】中心市街地に民間書店では触れる機会の
　少ない本を閲覧・購入できる場を運営する。
▷【連携対象】「本を読む人を増やす」、「本を書く人
　を増やす」、「本でまちを盛り上げる」の基本方針に
　基づく取組を実施する。

まちづくり文化推進室

継続 花小路整備支援事業 市、花小路地権
者、花小路周辺地
区まちづくり協議
会　

H27～H31▷中心市街地の花小路を誰もが快適に歩行できる空間と
　して整備するため、路面の美装化、バリアフリー化な
　どを支援する。

まちづくり文化推進室

拡充 文化施設連携事業 市 H27～H31▷文化施設やその他関係施設等で実施される文化芸術関
　係のイベントや助成金情報などを広く収集する。
▷収集した情報をチラシ配布やラジオ放送、新聞広告に
　より周知する。
≪拡充する内容≫
※月刊アート情報の新聞広告掲載

まちづくり文化推進室

継続 本八戸駅通り地区整備事業 市、県、本八駅通
り地区まちづくり
協議会

H27～H31▷内丸地区の街なみを整備する。 まちづくり文化推進室

継続 八戸市美術館整備事業［再掲］ 市 H27～H31▷従来の美術館機能とアートセンター、エデュケーショ
　ンセンターの３つの軸を併せ持つ新しい美術館を整備
　する。

新美術館建設推進室

継続 （仮称）三日町にぎわい拠点整備
事業

市 H27～H31▷三日町に街なかの庭のような「マチニワ」をコンセプ
　トにした新たな都市空間を整備する。

八戸ポータルミュージ
アム
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基本⽬標２　新しい⼈の流れをつくる
【施策２】 アート・スポーツ・中心市街地活性化による交流拡大

③ 中心市街地のにぎわい創出

区分 事業名 概　　　要 実施主体 事業期間 市担当部署

継続 八戸ポータルミュージアム事業
［再掲］

市、八戸圏域連携
中枢都市圏構成町
村（連携対象の取
組のみ）

H28～H31▷【連携対象】文化芸術振興事業を実施する。
▷子育て支援事業を実施する。
▷観光振興事業を実施する。
▷【連携対象】ものづくり事業を実施する。

八戸ポータルミュージ
アム

新規 八戸まちなか広場事業 市、八戸圏域連携
中枢都市圏構成町
村（連携対象の取
組のみ）

H30～H31▷【連携対象】マチニワマルシェ事業を実施する。
▷オープニングイベント事業を実施する。
▷中心市街地賑わい形成事業を実施する。

八戸ポータルミュージ
アム

継続 屋内スケート場建設事業［再掲］ 市、八戸圏域連携
中枢都市圏構成町
村

H27～H31▷【連携対象】中心市街地に位置する長根公園内に、屋
　内スケート場を整備する。

屋内スケート場建設推
進室

継続 商店街課題解決型まちづくり支援
事業

市 H27～H31▷商店街ビジョンに位置づけられた事業で、商店街の課
　題解決に資する取組に対して、補助金を交付する。

商工課

継続 商店街フラワーバスケット設置 市 H27～H31▷市内商店街にフラワーバスケットを設置する。 商工課

継続 商店街魅力づくり環境整備支援事
業

市 H27～H31▷商店街等が実施する、商店街の魅力づくりのための環
　境整備に対して助成金を交付する。

商工課

継続 くらしのみちゾーン整備事業 市、県 H27～H31▷「くらしのみちゾーン基本計画」に基づき、電線類の
　地中化・バリアフリー化を行う。

道路建設課

継続 都市計画道路の整備（3・5・1号
沼館三日町線）（県）

県 H27～H31▷都市計画道路（３・５・１号沼館三日町線）を整備す
　る。

道路建設課

継続 長根公園周辺道路等整備事業　
［再掲］

市 H28～H30▷街なみに配慮した歩行空間の美装化やバリアフリー化
　等を行う。

道路建設課

継続 借上市営住宅整備事業 市 H27～H31▷中心市街地において民間事業建設による借上市営住宅
　を運営する。

建築住宅課

継続 長根公園再編事業［再掲］ 市 H27～H31▷屋内スケート場建設にあわせて、長根公園を再整備す
　る。

公園緑地課



基本⽬標２　新しい⼈の流れをつくる
【施策２】 アート・スポーツ・中心市街地活性化による交流拡大

③ 中心市街地のにぎわい創出

区分 事業名 概　　　要 実施主体 事業期間 市担当部署

継続 公開講座開催促進事業［再掲］ 市 H27～H31▷地元高等教育機関（八戸工業大学、八戸学院大学、八
　戸工業高等専門学校）等が、中心市街地で開催する公
　開講座を支援する。

社会教育課
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基本⽬標２　新しい⼈の流れをつくる
【施策３】 八戸ツーリズムの推進

① 観光ブランドの強化と誘客の推進

区分 事業名 概　　　要 実施主体 事業期間 市担当部署

継続 南郷ジャズフェスティバルの開催 市、南郷ジャズ
フェスティバル実
行委員会

H27～H31▷住民が主体となって開催する国内外の一流奏者が出演
　するジャズフェスティバルを支援する。

南郷事務所

継続 （仮称）新潮観荘整備事業 市 H27～H31▷吉田初三郎をはじめとした種差海岸にゆかりのある文
　人墨客の紹介や観光案内機能、市民サービス機能を持
　った施設を整備する。

観光課

継続 「フィールドミュージアム八戸」
推進事業

市 H27～H31▷フィールドミュージアムのパンフレットを作成し、配
　布する。
▷観光ＷＥＢサイトにより情報発信する。
▷メディアを活用して宣伝広告する。
▷ＳＮＳ等を活用して情報発信する。

観光課

継続 大型客船の誘致事業 市 H27～H31▷大型客船の誘致活動や、八戸寄港を歓迎するためのお
　もてなしイベントを行う。

観光課

継続 蕪島エントランス整備事業 市 H27～H31▷蕪島地区に広場、歩道、ウッドデッキ、プロムナード
　公園、物産販売施設を整備する。
▷駐車場整備を検討する。

観光課

継続 観光地施設整備事業［再掲］ 市 H27～H31▷既存の遊歩道やトイレの維持管理を行う。
▷遊歩道や案内板等を整備する。
▷葦毛崎展望台の強度調査を行い、補修等について検討
　する。

観光課

継続 三陸・八戸観光キャンペーン事業 市 H27～H31▷いわて観光キャンペーンに参画し、全県ガイドブック
　や県北エリアガイドブックへ当市の情報を掲載する。
　

観光課

継続 三陸ジオパーク推進事業 市、三陸ジオパー
ク推進協議会

H27～H31▷  ジオパークを活用した観光資源の魅力を向上する。
 　▷三陸ジオパーク推進協議会の活動へ参画する。

観光課

継続 青函圏観光都市連携事業 市、関係自治体 H27～H30▷八戸市、青森市、弘前市、函館市の４市が連携して行
　う青函圏周遊博等を行う。

観光課

継続 種差海岸PR促進事業 市 H27～H31▷灯台開放、種差天然芝生地での乗馬体験や種差海岸ト
　レッキング等を実施する。
▷種差宣伝広告・ＰＲグッズ作成、モンベルフレンドク
　ラブ加入によるＰＲ展開を行う。
▷みちのく潮風トレイル（八戸～普代間）利用促進協議
　会が行う活動へ参画する

観光課



基本⽬標２　新しい⼈の流れをつくる
【施策３】 八戸ツーリズムの推進

① 観光ブランドの強化と誘客の推進

区分 事業名 概　　　要 実施主体 事業期間 市担当部署

継続 南郷観光推進事業 市、南郷観光協会 H27～H31▷南郷トレッキングイベントを開催する。
▷地域活性化プログラム「あしたの楽校」事業を実践す
　る。
▷南郷観光協会を支援する。

観光課

新規 八戸えんぶりＰＲ事業 市 H30～H31▷ポスターを作成する。
▷メディアを活用してえんぶりをＰＲする。

観光課

拡充 八戸三社大祭ＰＲ事業 市 H27～H31▷ポスターを作成する。
▷ミニ山車を維持管理する。
▷おまつり広場運営を支援する。
▷イベントで山車を展示する。
▷メディアを活用して三社大祭をＰＲする。
≪拡充する内容≫
※ユートリーの展示ホールの改装

観光課

拡充 物産販売促進事業［再掲］ 市、八戸圏域連携
中枢都市圏構成町
村（連携対象の取
組のみ）

H27～H31▷（公社）八戸市物産協会の活動費の一部を補助する。
　
▷八戸せんべい汁研究所が行うご当地グルメ普及活動経
　費の一部を補助する。
▷観光ＰＲイベントでの食ブースを出展する。
▷【連携対象】首都圏の大規模商談会であるスーパーマ

 　ーケットトレードショー（ＳＭＴＳ）へ出展する。
 　≪拡充する内容≫

※ふるさと祭り東京への山車出展

観光課

継続 MICE等誘致推進事業 市、県、八戸観光
コンベンション協
会

H27～H31▷八戸観光コンベンション協会や青森県観光連盟等と連
　携し、企業・大学・病院等へのコンベンションをはじ
　めとするＭＩＣＥ開催を誘致する。
▷市内で開催されるコンベンションを支援する。
▷小規模コンベンション（５０泊以上９９泊以下）を助
　成する。
▷教育旅行を誘致するとともに、開催を支援する。

観光課

継続 旅行商品造成促進事業 市、八戸観光創造
委員会・八戸観光
コンベンション協
会

H27～H31▷八戸観光コンベンション協会や八戸観光創造委員会が
　行う旅行商品造成を支援する。

観光課

継続 八戸三社大祭のユネスコ無形文化
遺産登録PR事業

市 H29～H31▷八戸三社大祭のユネスコ無形文化遺産登録を契機とし
　て国内外へのＰＲを強化する。

社会教育課
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基本⽬標２　新しい⼈の流れをつくる
【施策３】 八戸ツーリズムの推進

① 観光ブランドの強化と誘客の推進

区分 事業名 概　　　要 実施主体 事業期間 市担当部署

継続 是川縄文の里整備事業 市 H27～H31▷史跡指定地の公有化や遺跡の復元、縄文の森を整備す
　る。
▷是川遺跡や縄文文化に関する情報を発信する。

是川縄文館



基本⽬標２　新しい⼈の流れをつくる
【施策３】 八戸ツーリズムの推進

② 観光客の受入態勢の整備

区分 事業名 概　　　要 実施主体 事業期間 市担当部署

継続 外国語案内標示の整備 市 H27～H31▷市内の観光案内板等に外国語表示を追加する。
▷外国語案内標示の必要性を検討する。

観光課

拡充 外国人観光客受入推進事業 市 H27～H31▷外国語版パンフレットを配布する。
▷多言語版観光ＷＥＢサイトで情報発信する。
▷インバウンド対策に係る国、県等の助成制度を市内事
　業者へ周知する。
≪拡充する内容≫
※アイスホッケー・ツーリズムの誘致
※台湾テレビ番組ロケの誘致

観光課

継続 観光ガイド推進事業 市、八戸観光コン
ベンション協会

H27～H31▷既存ガイドのスキルアップ、新規ガイドの育成に向け
　た研修会等を開催する。

観光課

継続 観光タクシー運行事業（民間） 八戸観光コンベン
ション協会、
JR、タクシー協
会

H27～H31▷朝市と朝風呂を満喫できる乗合タクシープランの「八
　戸あさぐる」を運行する。
▷対象施設間を３回まで利用できる定額観光タクシー「
　八戸まちタク」を運行する。
▷八戸駅発で市内の人気観光スポットを巡る観光タクシ
　ー「駅から観タクン」を運行する。

観光課

継続 観光地施設整備事業［再掲］ 市 H27～H31▷既存の遊歩道やトイレの維持管理を行う。
▷遊歩道や案内板等を整備する。
▷葦毛崎展望台の強度調査を行い、補修等について検討
　する。

観光課

継続 種差海岸遊覧・日曜朝市循環バス
運行事業

市 H27～H31▷ＪＲ鮫駅とＪＲ種差海岸駅間を遊覧する種差海岸遊覧
　バス（うみねこ号）と、中心街と館鼻岸壁朝市を循環
　する日曜朝市循環バス（いさば号）を運行する。

観光課

継続 八戸えんじょいカード発行事業
（民間）

八戸カード運営協
議会

H27～H31▷ＪＲ、路線バスの一日フリーパス「八戸えんじょいカ
　ード」を発行し、ＰＲする。

観光課

継続 八戸ふるさと検定事業（民間） 八戸観光コンベン
ション協会

H27～H31▷八戸ふるさと検定の公式テキスト本を作成し、販売す
　る。
▷初級・中級・上級のカテゴリーで八戸ふるさと検定試
　験を実施する。

観光課

23



24

基本⽬標３　結婚・出産・⼦育ての希望をかなえる
【施策１】 安心して子どもを産み育てられる環境の充実

① 結婚・出産の希望をかなえる施策の充実

区分 事業名 概　　　要 実施主体 事業期間 市担当部署

継続 あおもり出会い・結婚応援事業
（県）

県 H28～H31▷あおもり出会いサポートセンターを設置・運営し、結
　婚を希望する男女の出会いの場を創出する。
▷社会全体で結婚・妊娠・出産・子育てを支援する機運
　の醸成を図るための啓発活動等を実施する。

子育て支援課

継続 はちのへ縁結びプロジェクト事業 市、八戸圏域連携
中枢都市圏構成町
村（連携対象の取
組のみ）

H28～H31▷町内会と協働し、未婚等者に対し結婚支援に関するイ
　ベント情報を提供する。
▷【連携対象】関係団体と連携し、結婚支援に関するセ
　ミナー等を開催する。

子育て支援課

継続 健康教育事業［再掲］ 市 H27～H31▷母子健康教育として、両親学級、地区健康教室、すく
　すく離乳食教室、もぐもぐ幼児食教室等を開催する。
　
▷成人健康教育として、市民健康づくり講座、元気アッ
　プ出前健康講座、栄養教室、地区健康教室等を開催す
　る。

健康づくり推進課

継続 健康相談事業［再掲］ 市 H27～H31▷母子健康相談として、マタニティ健康相談、乳幼児健
　康相談等を行う。
▷成人健康相談として、保健師や栄養士による健康相談
　のほか、電話相談、地区健康相談等を行う。

健康づくり推進課

拡充 女性健康支援センター事業［再
掲］

市 H28～H31▷思春期から更年期に至る女性からの女性特有の身体的
　・精神的悩みや健康状態等に関する相談に対し、助言
　や指導などを行う。
≪拡充する内容≫
※非常勤職員（助産師等）の配置による相談指導体制の
　強化
※女性の健康週間（３月２日）に専門医による講演会の
　開催

健康づくり推進課

拡充 子育て世代包括支援センター 市 H28～H31▷妊産婦等の妊娠期から子育て期までの総合的な相談支
　援等を行う「子育て世代包括支援センター」を設置す
　る。
▷産前・産後サポート及び産後ケアの実施を検討する。
　
≪拡充する内容≫
※助産師等の配置による相談支援体制の強化

健康づくり推進課



基本⽬標３　結婚・出産・⼦育ての希望をかなえる
【施策１】 安心して子どもを産み育てられる環境の充実

① 結婚・出産の希望をかなえる施策の充実

区分 事業名 概　　　要 実施主体 事業期間 市担当部署

継続 不妊専門相談センター事業 市、八戸圏域連携
中枢都市圏構成町
村（連携対象の取
組のみ）

H28～H31▷  専門の医師・保健師等による相談窓口を運営する。
 　▷不妊症等の検査や、治療方法等に関する情報を提

供す
　る。
▷【連携対象】不妊専門相談センターを住民に周知し、
　積極的な活用を促進する。

健康づくり推進課

継続 不妊治療費助成事業 市 H28～H31▷高額な治療費がかかる特定不妊治療について、国の支
　援制度に応じて治療費の一部を助成する。

健康づくり推進課

拡充 母子健康診査事業 市 H27～H31▷妊婦健康診査や妊婦歯科健康診査、乳幼児健康診査、
　先天性股関節脱臼検診等を行う。
≪拡充する内容≫
※乳児健康診査公費助成回数の拡充

健康づくり推進課
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基本⽬標３　結婚・出産・⼦育ての希望をかなえる
【施策１】 安心して子どもを産み育てられる環境の充実

② 地域と連携した子育て支援の充実

区分 事業名 概　　　要 実施主体 事業期間 市担当部署

継続 一時預かり保育事業［再掲］ 市、八戸圏域連携
中枢都市圏構成町
村（連携対象の取
組のみ）

H27～H31▷幼稚園・認定こども園において、通常の就園時間を超
　える在園児の受入を実施する。
▷【連携対象】家庭での保育が一時的に困難となった場
　合に認定こども園・保育所（園）において一時的な受
　入を実施する。

こども未来課

継続 休日保育の実施［再掲］ 市 H27～H31▷認定こども園・保育所（園）において、日曜日・国民
　の祝日等に保育を実施する。

こども未来課

継続 軽・中程度障がい児保育事業 市 H27～H31▷保育を要する軽・中程度の障がい児を認定こども園等
　に入所させ、健常児とともに集団保育を実施する。

こども未来課

継続 子育てサロン支援事業［再掲］ 市、八戸圏域連携
中枢都市圏構成町
村

H27～H31▷【連携対象】地域の公民館や児童館等において、子育
　てサロン（地域の親子が気兼ねなく集まり、子育ての
　相談や交流ができる場）を運営する。

こども未来課

継続 地域子育て支援センター事業［再
掲］

市、八戸圏域連携
中枢都市圏構成町
村

H27～H31▷【連携対象】地域の認定こども園・保育所（園）を活
　用し、子育ての不安・悩みの相談や保護者同士の交流
　の場を提供する。

こども未来課

拡充 つどいの広場事業［再掲］ 市、八戸圏域連携
中枢都市圏構成町
村

H27～H31▷【連携対象】親子が気軽に集い、様々な遊びや体験を
　通じて相互に交流を図る場を提供する。
▷【連携対象】子育てに関する相談、情報提供、助言そ
　の他の援助を行う。
≪拡充する内容≫
※こどもはっち出前講座の開催
※パパ手帳の配布

こども未来課

継続 病児・病後児保育事業 市 H27～H31▷病気の回復期に至っていないが症状が安定している子
　ども（病児）、及び病気の回復期にあるが集団保育が
　困難な子ども（病後児）を病院又は認定こども園・保
　育所（園）で一時的に保育を実施する。

こども未来課

新規 保育士修学資金貸付金事業 市 H30～H31▷市内の養成施設に在学する者で、卒業後に市内の保育
　所等に保育士として勤務する意思のあるものに対し、
　修学資金を貸与する。
▷５年以上勤務した場合に返還を全額免除する。

こども未来課

継続 保育料軽減事業 市 H27～H31▷第３子以降の児童について、所得状況等に応じ、幼稚
　園・認定こども園・保育所（園）・認可外保育施設の
　保育料を軽減する。

こども未来課



基本⽬標３　結婚・出産・⼦育ての希望をかなえる
【施策１】 安心して子どもを産み育てられる環境の充実

② 地域と連携した子育て支援の充実

区分 事業名 概　　　要 実施主体 事業期間 市担当部署

継続 未婚のひとり親家庭保育料軽減事
業

市 H27～H31▷未婚のひとり親を税制上の寡婦（夫）とみなして保育
　料を軽減する。

こども未来課

継続 あおもり子育て応援パスポート事
業（県）

県 H28～H31▷あおもり子育て応援わくわく店など全国の協賛店によ
　る、妊婦や１８歳未満の子どもがいる家庭を対象とし
　た、商品の割引・特典や外出に配慮したサービスを提
　供する。

子育て支援課

継続 母子家庭等対策総合支援事業 市 H27～H31▷母子家庭の母及び父子家庭の父に対して、就職に有利
　で、生活の安定に資する資格取得のための費用を助成
　する。

子育て支援課

継続 子育て情報整備事業 市 H27～H31▷子育て情報サイトを運営する。
▷子育て情報に関するメールマガジンを配信する。

子育て支援課

拡充 乳幼児等医療費助成事業 市 H27～H31▷就学前の乳幼児の通院・入院と小・中学生、高校生等
　の入院の医療費を助成する。
≪拡充する内容≫
※平成３１年１月診療分から助成の対象に小・中学生の
　通院分を追加

子育て支援課

継続 ファミリーサポートセンター事業
［再掲］

市、八戸圏域連携
中枢都市圏構成町
村

H27～H31▷【連携対象】育児の援助を必要とする者と育児を援助
　したい者を組織化し、育児に関する相互援助活動を行
　う。

子育て支援課

継続 放課後児童健全育成事業 市 H27～H31▷遊びを通じた自主性、社会性、創造性の育成など、児
　童の健全育成に必要な活動を行う。

子育て支援課
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基本⽬標３　結婚・出産・⼦育ての希望をかなえる
【施策１】 安心して子どもを産み育てられる環境の充実

③ ワーク ・ライフ・バランスの推進

区分 事業名 概　　　要 実施主体 事業期間 市担当部署

継続 教育関係者等研修会開催事業 市 H27～H31▷教育関係者等を対象とした研修会を開催する。 市民連携推進課

継続 男女共同参画意識啓発講演会開催
事業

市 H27～H31▷八戸市男女共同参画推進月間の１０月に、市民を対象
　とした意識啓発講演会を開催する。

市民連携推進課

継続 男女共同参画意識調査事業 市 H27～H31▷市民及び事業所を対象としたアンケート調査を実施す
　る。
▷各種イベントへの参加時に、市民を対象としたアンケ
　ート調査を実施する。

市民連携推進課

継続 男女共同参画社会を考える情報誌
 WITH　YOU 発行事業

市 H27～H31▷男女共同参画に関する情報誌「ＷＩＴＨ　ＹＯＵ」を
　発行する。

市民連携推進課

継続 男女共同参画情報発信事業 市 H27～H31▷男女共同参画に関する情報を広報はちのへやホームペ
　ージ等に掲載する。
▷八戸商工会議所が発行する「商工ニュース」にワーク
　・ライフ・バランスや各種休暇制度等に関する記事を
　掲載する。

市民連携推進課



基本⽬標３　結婚・出産・⼦育ての希望をかなえる
【施策２】 地域と育む教育環境の整備

① 生きる力を育む教育の推進

区分 事業名 概　　　要 実施主体 事業期間 市担当部署

継続 地元企業ファンづくりプロジェク
ト［再掲］

市 H27～H31▷企業と協力して、小学生から大学生が地元企業のこと
　を学ぶ機会（出前講座・視察見学）を提供する。

産業労政課

新規 小・中学校スポーツ・文化的活動
支援事業

市 H30～H31▷八戸市小・中学校スポーツ・文化的活動に携わる外部
　指導者に対して市で保険料を負担する。
▷地域の実態に即したスポーツ活動の指針を策定する。
　

学校教育課

継続 広域的体験学習支援事業［再掲］ 市、八戸圏域連携
中枢都市圏構成町
村

H27～H31▷【連携対象】八戸圏域連携中枢都市圏（八戸市・三戸
　郡・おいらせ町）内の小学校が、圏内の公共施設等を
　活用した体験学習を行う際に、バスの借上料や施設入
　館料、施設使用料を助成する。

教育指導課

継続 さわやか八戸グッジョブ・ウィー
ク推進事業

市 H27～H31▷中学２年生の生徒が、５～１１月の連続した３～５日
　間、勤労生産・職場体験・文化芸術創作・福祉体験・
　ボランティア等を実施する機会を提供する。

教育指導課

継続 少年相談センター運営事業 市 H27～H31▷教育指導課の相談員による街頭指導や少年相談員によ
　る相談、社会環境調査を行う。
▷少年非行防止啓発紙「かがみ」を発行する。
▷インターネット上の掲示板等への小中学生の書き込み
　を監視する。

教育指導課

継続 スクールソーシャルワーカー活用
事業

市 H29～H31▷スクールソーシャルワーカーを小・中学校に配置・派
　遣し、児童生徒をめぐる様々な問題の解決・改善を図
　るための支援を行う。

教育指導課

継続 青少年海外派遣交流事業 市 H27～H31▷八戸市内の中学生を海外に派遣し、ホームステイをし
　ながら、市長表敬訪問、学校訪問、市内見学などを行
　う。
▷中国蘭州市から青少年友好交流団のホームステイを受
　入れ、市長表敬訪問、学校訪問、市内見学、歓迎会を
　行う。

教育指導課

継続 地域密着型教育推進事業 市 H27～H31▷保護者及び地域住民が学校運営に参画できる「地域学
　校連携協議会」を推進校に設置し、地域住民等と学校
　との協働による「開かれた学校づくり」を行う。
▷各校へ配置したコーディネーターによる教育支援ボラ
　ンティアの活用や「地域学校連携協議会」等を支援す
　る。

教育指導課

継続 南部藩ゆかりの都市との交流事業 市 H27～H31▷八戸市内の小学校６年生児童と岩手県遠野市及び紫波
　町の６年生児童が交流する機会を設ける。

教育指導課
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30

基本⽬標３　結婚・出産・⼦育ての希望をかなえる
【施策２】 地域と育む教育環境の整備

① 生きる力を育む教育の推進

区分 事業名 概　　　要 実施主体 事業期間 市担当部署

拡充 教育相談・適応指導教室事業 市 H27～H31▷子どもの心身の発達や、子育てに関することなどに関
　する相談に対して助言等を行う。
▷集団や学校への不適応、不登校状態の児童生徒への学
　習支援や適応指導を行う。
≪拡充する内容≫
※主任教育相談員の増員
※専門性が高く優秀な人材を確保するための給与体系の
　見直し
※専門性向上のための研修参加

こども支援センター

継続 こども支援センター運営事業　 市 H27～H31▷心身の発達支援を必要とする子どもとその保護者から
　の相談に対し、助言などを行う。
▷不登校状態の子どもたちを対象とした適応指導教室を
　運営する
▷関係機関との連絡調整や、特別支援教育の環境整備を
　実施する。

こども支援センター

拡充 特別支援教育アシスト事業 市 H27～H31▷特別な教育的支援を要する児童生徒が在籍する学校に
　対して、特別支援アシスタントを配置する。
▷研修会の実施など、アシスタントの資質の向上及び個
　々の教育的ニーズに応じた支援を行う。
≪拡充する内容≫
※特別支援アシスタントの勤務時間の延長

こども支援センター

新規 特別支援教育看護支援員配置事業 市 H30～H31▷医療的ケアを必要とする児童生徒の支援体制の充実と
　安全な学習環境を整備するため、看護師資格のある支
　援員を配置する。

こども支援センター



基本⽬標３　結婚・出産・⼦育ての希望をかなえる
【施策２】 地域と育む教育環境の整備

② 本のまち八戸の推進

区分 事業名 概　　　要 実施主体 事業期間 市担当部署

継続 八戸ブックセンター事業［再掲］ 市、八戸圏域連携
中枢都市圏構成町
村

H27～H31▷【連携対象】中心市街地に民間書店では触れる機会の
　少ない本を閲覧・購入できる場を運営する。
▷【連携対象】「本を読む人を増やす」、「本を書く人
　を増やす」、「本でまちを盛り上げる」の基本方針に
　基づく取組を実施する。

まちづくり文化推進室

継続 ビブリオバトル（民間） デーリー東北新聞
社、八戸学院大学

H27～H31▷発表者が紹介した本の中から、観客の投票によって「
　チャンプ本」を決める書評コミュニケーションイベン
　トを開催する。

まちづくり文化推進室

継続 八戸ポータルミュージアム事業
［再掲］

市、八戸圏域連携
中枢都市圏構成町
村（連携対象の取
組のみ）

H28～H31▷【連携対象】文化芸術振興事業を実施する。
▷子育て支援事業を実施する。
▷観光振興事業を実施する。
▷【連携対象】ものづくり事業を実施する。

八戸ポータルミュージ
アム

継続 読み聞かせキッズブック事業 市 H28～H31▷市内に住所がある３歳児に一人あたり２，０００円分
　（５００円×４枚）のブッククーポンを配布する。

子育て支援課

拡充 学校図書館支援事業 市 H28～H31▷学校司書を派遣し、学校図書館の機能の向上と充実の
　ための支援を行う。
≪拡充する内容≫
※学校司書の増員

教育指導課

継続 マイブック推進事業 市 H27～H31▷市内各小学校と特別支援学校の児童一人あたり２，０
　００円分（５００円×４枚）のブッククーポンを配付
　する。

教育指導課

継続 八戸市ブックスタート事業 市 H27～H31▷総合健診センターで行われる先天性股関節脱臼検診（
　生後９０日～１２０日で受診）の場で、絵本の読み聞
　かせを行うとともに、絵本等を配布する。

図書館
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32

基本⽬標４　住み続けたいまちをかたちづくる
【施策１】 地域における安心の確立

① 健康寿命の延伸に向けた施策の充実

区分 事業名 概　　　要 実施主体 事業期間 市担当部署

継続 シルバー人材センター育成・援助
事業［再掲］

市 H27～H31▷高齢者の地域における就労やボランティア活動などを
　行うシルバー人材センターを支援する。

産業労政課

継続 災害時要援護者支援事業［再掲］ 市 H27～H31▷災害時要援護者の名簿や、個別避難支援プランを作成
　する。
▷要援護者名簿等の提供を通じて、要援護者を地域で支
　援していく体制を構築する。
▷災害時要援護者支援マップシステムを運用する。

福祉政策課

継続 地域の安心・安全見守り活動推進
事業（高齢者・障がい者等）

市、関係事業者 H27～H31▷宅配業者、タクシー会社、新聞販売店等と「地域の安
　心・安全見守り協定」を締結し、事業者が業務上把握
　した地域住民の状況に関する情報提供を受け、必要な
　対応につなげる体制を構築する。

福祉政策課

継続 鷗盟大学運営事業 市 H27～H31▷満６０歳以上の市民が入学できる２年制の大学を運営
　し、一般教養科目のほか、「生活福祉科」「園芸科」
　それぞれの課程に沿った専門科目を学習する機会を提
　供する。

高齢福祉課

継続 介護・認知症予防センター事業 市 H27～H31▷総合保健センター内に介護・認知症予防センターを設
　置する。

高齢福祉課

継続 介護予防ケアマネジメント事業 市 H27～H31▷高齢者のうち要介護状態となるおそれの高い者に対し
　て、心身の状況把握や要因分析などを行い、予防のた
　めの計画を作成する。

高齢福祉課

拡充 地域包括支援センター運営事業 市 H27～H31▷市内１２圏域に委託型地域包括支援センターを設置し
　て、包括的支援及び介護予防支援を行う。
▷市は基幹型センターとして委託型センターを統括し、
　指導・助言等の後方支援を行う。
≪拡充する内容≫
※委託型地域包括支援センターの設置

高齢福祉課

継続 低栄養予防事業 市 H27～H31▷低栄養防止・重症化予防についての普及啓発を行う。
　

高齢福祉課

継続 認知症サポーター養成事業 市 H27～H31▷幅広い年齢層を対象に認知症サポーター養成講座を開
　催する。
▷講座の講師となるキャラバン・メイトが活動しやすい
　環境を整備する。

高齢福祉課



基本⽬標４　住み続けたいまちをかたちづくる
【施策１】 地域における安心の確立

① 健康寿命の延伸に向けた施策の充実

区分 事業名 概　　　要 実施主体 事業期間 市担当部署

継続 八戸市成年後見センター事業 市、八戸圏域連携
中枢都市圏構成町
村（連携対象の取
組のみ）

H28～H31▷権利擁護に関する総合相談を行う。
▷市民後見人の養成や支援、市民後見人監督人を支援す
　る。
▷啓発・研修事業を推進する。
▷  【連携対象】市民後見人養成のための研修を行う。

 　▷八戸市成年後見関係機関連携促進ネットワーク会
議を
　運営する。

高齢福祉課

継続 ボランティアポイント事業 市 H27～H31▷高齢者が介護施設などで行ったボランティア活動に対
　して、八戸市共通商品券との交換や福祉団体への寄附
　ができるポイントを付与する。

高齢福祉課

継続 老人クラブ活動支援事業 市 H27～H31▷市内約１６０クラブに対して活動を支援するため、運
　営費の一部を補助する。

高齢福祉課

継続 総合保健センター整備事業 市、関係団体、八
戸圏域連携中枢都
市圏構成町村

H27～H31▷【連携対象】田向地区に総合的な医療・健康対策の拠
　点となる複合施設を整備する。

総合保健センター推進
室

継続 健康教育事業［再掲］ 市 H27～H31▷母子健康教育として、両親学級、地区健康教室、すく
　すく離乳食教室、もぐもぐ幼児食教室等を開催する。
　
▷成人健康教育として、市民健康づくり講座、元気アッ
　プ出前健康講座、栄養教室、地区健康教室等を開催す
　る。

健康づくり推進課

継続 健康相談事業［再掲］ 市 H27～H31▷母子健康相談として、マタニティ健康相談、乳幼児健
　康相談等を行う。
▷成人健康相談として、保健師や栄養士による健康相談
　のほか、電話相談、地区健康相談等を行う。

健康づくり推進課

継続 健康づくり団体等活動支援事業 市 H27～H31▷食生活改善推進員養成研修会を開催する。
▷食生活改善推進員協議会と連携して、健康づくりを行
　う。
▷地域の健康づくりのリーダーである保健推進員を育成
　する。
▷保健推進員と連携した健康づくりを行う。
▷健康づくり推進協議会などの地域団体と連携して事業
　を行う。

健康づくり推進課

33



34

基本⽬標４　住み続けたいまちをかたちづくる
【施策１】 地域における安心の確立

① 健康寿命の延伸に向けた施策の充実

区分 事業名 概　　　要 実施主体 事業期間 市担当部署

拡充 女性健康支援センター事業［再
掲］

市 H28～H31▷思春期から更年期に至る女性からの女性特有の身体的
　・精神的悩みや健康状態等に関する相談に対し、助言
　や指導などを行う。
≪拡充する内容≫
※非常勤職員（助産師等）の配置による相談指導体制の
　強化
※女性の健康週間（３月２日）に専門医による講演会の
　開催

健康づくり推進課

継続 糖尿病予防対策事業 市 H27～H31▷健康教育、健康相談、訪問指導等により糖尿病の予防
　及び合併症についての正しい知識と生活習慣について
　の普及啓発を図る。

健康づくり推進課

継続 地域の安心・安全見守り活動推進
事業（道路）

市、関係事業者 H27～H31▷宅配業者、タクシー会社等と締結した「地域の安心・
　安全見守り協定」に基づき、事業者から市が管理する
　道路の破損箇所を情報提供してもらい、異変等を解消
　する。

道路維持課

継続 地域の安心・安全見守り活動推進
事業（公園）

市、関係事業者 H27～H31▷宅配業者、タクシー会社等と締結した「地域の安心・
　安全見守り協定」に基づき、事業者から公園の破損箇
　所を情報提供してもらい、異変等を解消する。

公園緑地課



基本⽬標４　住み続けたいまちをかたちづくる
【施策１】 地域における安心の確立

② 質の高い医療環境の整備

区分 事業名 概　　　要 実施主体 事業期間 市担当部署

継続 医師確保対策事業 市 H27～H31▷青森県が青森県国民健康保険団体連合会と連携して実
　施する医師確保対策事業の経費の一部を負担する。

総合保健センター推進
室

継続 ＡＥＤ普及促進事業 市、ボランティア
団体、八戸圏域連
携中枢都市圏構成
町村

H27～H31▷【連携対象】ボランティア団体等との協働によりＡＥ
　Ｄ講習会を開催する。
▷【連携対象】イベント等での救命活動に備えるため、
　圏域内でＡＥＤの相互利用を行う。
▷ＡＥＤ設置施設の情報提供を行う。

総合保健センター推進
室

継続 看護師等修学資金貸与事業 市 H27～H31▷市内の看護師等養成施設に在学の者に対して、修学に
　必要な資金を貸与する。

総合保健センター推進
室

継続 救急医療体制整備事業 市 H27～H31▷医療機関・救急患者搬送機関等と連携し、初期救急か
　ら重篤・重症な救急患者まで、症状等に応じた救急医
　療が行える体制を整備する。

総合保健センター推進
室

継続 県立がんセンター整備促進事業 市 H27～H31▷青森県におけるがん診療の拠点として、八戸市に「県
　立がんセンター」を整備するよう要望する。

総合保健センター推進
室

継続 ドクターカー運行事業［再掲］ 市、八戸圏域連携
中枢都市圏構成町
村

H27～H31▷【連携対象】医師を乗せて救急現場に直行する「ドク
 　ターカー」を八戸市立市民病院に配備、運行する。

 　▷【連携対象】ドクターカーの運行に係る高度医療
機器
　の整備や更新を行う。

総合保健センター推進
室

継続 がん検診事業 市 H27～H31▷胃がん、肺がん、大腸がん、子宮頸がん、乳がん、前
　立腺がんのがん検診を行う。

健康づくり推進課

継続 緩和ケア病棟整備事業 市 H27～H31▷市民病院に緩和ケア病棟を整備する。 市民病院

継続 総合的ながん対策事業 市 H27～H31▷専門的ながん医療の提供、地域のがん診療の連携協力
　体制の構築、がん患者に対する相談支援及び情報提供
　を行う。

市民病院

継続 ドクターヘリ運航事業（県） 県 H27～H31▷医療機器を搭載したヘリコプターに救急専門の医師・
　看護師が搭乗して救急現場に出動し、早期に治療を開
　始した後、適切な医療機関に患者を搬送する。
▷緊急に高度な治療が必要となった患者の病院間搬送を
　行う。

市民病院
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基本⽬標４　住み続けたいまちをかたちづくる
【施策１】 地域における安心の確立

③ 防災力の強化

区分 事業名 概　　　要 実施主体 事業期間 市担当部署

継続 屋内スケート場建設事業［再掲］ 市、八戸圏域連携
中枢都市圏構成町
村

H27～H31▷【連携対象】中心市街地に位置する長根公園内に、屋
　内スケート場を整備する。

屋内スケート場建設推
進室

継続 災害時要援護者支援事業［再掲］ 市 H27～H31▷災害時要援護者の名簿や、個別避難支援プランを作成
　する。
▷要援護者名簿等の提供を通じて、要援護者を地域で支
　援していく体制を構築する。
▷災害時要援護者支援マップシステムを運用する。

福祉政策課

継続 児童館耐震化事業 市 H27～H31▷児童館の耐震診断を行い、耐震化対応が必要となった
　４児童館について、耐震補強工事等を行う。

子育て支援課

拡充 安全・安心情報発信事業 市、八戸圏域連携
中枢都市圏構成町
村

H27～H31▷【連携対象】気象、火災、防犯、消費生活、交通安全
　、危険動物等の安全情報をメール、アプリを活用して
　配信する。
≪拡充する内容≫
※ほっとスルメールのシステム強化等

防災危機管理課

継続 機能別消防団員制度事業 市 H27～H31▷機能別消防団員制度を周知する。 防災危機管理課

継続 国土強靭化地域計画策定事業 市 H29～H31▷大規模災害に備え、事前防災や減災の指針となる国土
　強靭化地域計画を策定する。

防災危機管理課

継続 災害時応援協定の締結 市 H27～H31▷他自治体・医療機関・各種業界団体との応援協定を締
　結する。

防災危機管理課

継続 災害用備蓄物資の充実 市 H27～H31▷八戸市備蓄計画を策定する。
▷八戸市備蓄計画に基づき、公的備蓄を行う。

防災危機管理課

継続 事業所における防災訓練の充実 市 H27～H31▷依頼のあった事業所等において、防災研修会を実施す
　る。
▷消防法第８条に基づき、消防計画の作成や防災訓練を
　指導する。

防災危機管理課

継続 自主防災組織育成事業 市 H27～H31▷自主防災組織が整備する防災資機材の購入費用の一部
　を補助する。
▷自主防災会相互間の協力体制を構築する。

防災危機管理課



基本⽬標４　住み続けたいまちをかたちづくる
【施策１】 地域における安心の確立

③ 防災力の強化

区分 事業名 概　　　要 実施主体 事業期間 市担当部署

継続 図上訓練実施事業 市 H27～H31▷図上訓練の各種手法を活用した訓練を行う。
▷個別防災訓練（通信訓練、情報収集伝達訓練、警報伝
　達訓練、職員参集訓練、災害対策本部運営訓練、避難
　所運営訓練）と組み合わせた実践的な訓練を行う。

防災危機管理課

継続 総合防災訓練の実施 市 H27～H31▷災害発生時初期対応訓練、津波避難対応訓練、被災現
　地対応訓練、地域自主防災訓練、避難者対応・受援訓
　練、展示・体験等訓練等を行う。

防災危機管理課

継続 地区防災訓練の実施 市 H27～H31▷町内会や自主防災組織が主催する地区防災訓練を支援
　する。
▷防災関係機関や地域住民と連携し、地震・津波・洪水
　などの大規模災害に備えた防災訓練を行う。

防災危機管理課

継続 防災市民研修会開催事業 市 H27～H31▷自主防災組織、町内会、学校等が開催する防災講演会
　等へ講師を派遣する。
▷防災に関する市民研修会を開催する。

防災危機管理課

継続 新大橋整備事業 市 H28～H31▷新大橋の架け替え工事を実施する。 道路建設課

継続 津波避難路整備事業 市 H27～H31▷市道橋向尻引線他の道路改良工事を実施する。 道路建設課

継続 空き家活用・住みかえ支援事業 市 H29～H31▷事業者や地域住民等と連携・協力しながら、空き家の
　所有者や入居希望者が安心して空き家を利活用できる
　環境を整備する。

建築住宅課

継続 館鼻公園整備事業　 市 H27～H31▷旧八戸測候所庁舎を活用し、防災機能を備えた体験学
　習施設を整備する。

公園緑地課

継続 長根公園再編事業［再掲］ 市 H27～H31▷屋内スケート場建設にあわせて、長根公園を再整備す
　る。

公園緑地課

継続 耐震対策緊急促進事業 市 H27～H31▷耐震診断が義務化された民間大規模建築物で、耐震診
　断を実施した結果、耐震性が低いと診断されたものに
　ついて、耐震改修工事等の費用の一部を補助する。

建築指導課

継続 防災ノート活用事業［再掲］ 市 H27～H31▷八戸独自に作成した防災ノートの効果的な活用を通し
　て実践的・継続的な防災教育を実施する。

教育指導課
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基本⽬標４　住み続けたいまちをかたちづくる
【施策１】 地域における安心の確立

③ 防災力の強化

区分 事業名 概　　　要 実施主体 事業期間 市担当部署

継続 公民館の施設整備 市 H27～H31▷耐震化事業計画に基づき、地区公民館の建替え等を実
　施する。

社会教育課

継続 施設の耐震化（水道企業団） 八戸圏域水道企業
団

H27～H30▷大規模地震が発生した場合も、二次災害や機能停止の
　影響を受けることがないよう、浄水施設の耐震化を行
　う。

水道企業団



基本⽬標４　住み続けたいまちをかたちづくる
【施策１】 地域における安心の確立

④ 協働のまちづくりの推進

区分 事業名 概　　　要 実施主体 事業期間 市担当部署

継続 「元気な八戸づくり」市民奨励金
制度

市 H27～H31▷市民活動団体や地域コミュニティ活動団体が自主的に
　行う公益的なまちづくり活動に対し、奨励金（初動期
　支援コース、まちづくり支援コース）を交付する。

市民連携推進課

継続 「元気な八戸づくり」市民提案制
度

市 H27～H31▷市民活動団体や事業者などから、市民と行政が協働し
　て取り組むことにより相乗効果が期待できる事業提案
　を募集する。
▷採択された事業を提案者と協力して実施する。

市民連携推進課

継続 「地域の底力」実践プロジェクト
促進事業

市 H27～H31▷地域の課題解決や活性化に向けた具体策の検討・実践
　に取り組む意欲のある地域を募集する。
▷採択された地域において「地域の底力」結集会議を開
　催する。
▷関係者で構成されるプロジェクトチームを設置し、プ
　ロジェクトの内容を検討・実施する。

市民連携推進課

継続 まちづくりインターン助成金制度 市 H29～H31▷学生または高校生が住民による自主的な公益性のある
　まちづくり活動に参加することを促進するため団体へ
　助成金を交付する。

市民連携推進課

継続 学生まちづくり助成金制度 市、八戸圏域連携
中枢都市圏構成町
村

H27～H31▷【連携対象】学生が自主的に取り組む地域振興や地域
　貢献に関する事業・活動の企画に対して、助成金を交
　付するとともに、優良な事例を表彰する。

市民連携推進課

継続 協働のまちづくり研修会の開催 市 H27～H31▷協働のまちづくりへの積極的な参加・参画を促進する
　ため、市民を対象とした研修会を開催する。

市民連携推進課

継続 協働のまちづくり推進基金の運用 市 H27～H31▷協働のまちづくりに関する寄附金と同額を市でも上乗
　せして積み立てる「マッチングファンド」の仕組みで
　基金を運用する。
▷基金は、市民奨励金制度（初動期支援コース及びまち
　づくり支援コース）で活用する。

市民連携推進課

継続 協働のまちづくり推進委員会の運
営

市 H27～H31▷八戸市協働のまちづくり基本条例の理念に基づき、施
　策の調査・検討、提案事業等の審査・評価を行う。

市民連携推進課

継続 協働のまちづくりに関する職員研
修の充実

市 H27～H31▷協働の意義や地域コミュニティに関する職員の知識・
　理解を深めるため、研修会を開催する。

市民連携推進課
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基本⽬標４　住み続けたいまちをかたちづくる
【施策１】 地域における安心の確立

④ 協働のまちづくりの推進

区分 事業名 概　　　要 実施主体 事業期間 市担当部署

継続 高校生地域づくり実践プロジェク
ト

市、八戸圏域連携
中枢都市圏構成町
村

H29～H31▷【連携対象】高等学校の生徒が圏域内で取り組む地域
　振興や地域貢献に関する事業又は活動のための費用を
　助成する。
▷【連携対象】高等学校及び地域住民を対象としたセミ
　ナーや高校生を対象とした交流会を開催する。

市民連携推進課

継続 市民活動サポートセンターの運営 市、八戸圏域連携
中枢都市圏構成町
村

H27～H31▷【連携対象】市民活動団体の拠点施設である市民活動
　サポートセンター「わいぐ」を運営する。
▷【連携対象】公益的な活動を行う市民活動団体に対し
　て、打合せスペースや作業スペースを提供するととも
　に、市民活動に関する情報などを発信する。

市民連携推進課

新規 市民活動保険制度 市 H30～H31▷対象圏域住民が行う公益的なまちづくり活動中の様々
　な傷害事故や賠償責任を総合的に補償する。

市民連携推進課

継続 地域担当職員制度 市 H27～H31▷地域と行政のつなぎ役となる担当職員を公民館（２４
　館）の区域毎に設置する。

市民連携推進課

継続 町内会等活動ＰＲ事業 市 H27～H31▷広報はちのへやホームページ、市窓口等で町内会の重
　要性、必要性をＰＲする。

市民連携推進課

継続 町内会等振興交付金事業 市 H27～H31▷町内会等が行う地域コミュニティ活動に対して交付金
　を交付する。

市民連携推進課

新規 ハチカフェ　オフサイトミーティ
ング事業

市 H30～H31▷対話を通じて若者の地元への愛着心の醸成やまちづく
　りへの参画を促進するとともに、将来の担い手となる
　人材育成及び発掘へつなげる。

市民連携推進課

継続 ボランティア活動支援事業 市 H27～H31▷八戸市社会福祉協議会のボランティアセンターに登録
　した市内在住のボランティアに対し、ボランティア活
　動保険料の一部を助成する。

市民連携推進課

継続 連合町内会連絡協議会連携事業
（加入促進など）

市 H27～H31▷八戸市連合町内会連絡協議会と連携し、次の事業を実
　施する。
・加入促進事業（キャンペーン実施、多様な主体との連
　等）
・組織強化事業（人材育成、町内会だよりコンクールの
　開催、情報提供等）
・普及啓発事業（ホームページ掲載、動画配信等）

市民連携推進課

継続 緑化事業(草花配布事業） 市、町内会 H27～H31▷町内会等に対してフラワーポットや花壇用の草花、培
　養土を配布する。

公園緑地課



基本⽬標４　住み続けたいまちをかたちづくる
【施策１】 地域における安心の確立

④ 協働のまちづくりの推進

区分 事業名 概　　　要 実施主体 事業期間 市担当部署

継続 地区公民館を核とした地域コミュ
ニティ活動の促進

市 H27～H31▷地域の会合や準備作業等のスペースを提供する。
▷地域情報を収集するとももに、提供する。
▷地域づくりを行う人材や団体を育成する。
▷地域づくり団体等に複写機等を提供する。

社会教育課
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基本⽬標４　住み続けたいまちをかたちづくる
【施策２】 拠点機能の強化と広域連携の推進

① シティプロモーションの推進

区分 事業名 概　　　要 実施主体 事業期間 市担当部署

拡充 学生による情報発信事業 市 H28～H31▷広報はちのへや市ＨＰ、ＳＮＳ等を活用した学生によ
　る八戸の魅力情報発信する。
≪拡充する内容≫
※ＩＴ・テレマーケティング企業との連携

広報統計課

拡充 シティプロモーション推進事業 市 H28～H31▷シティプロモーションを計画的、効率的に実施する。
　
≪拡充する内容≫
※ソーシャルメディアを活用した行政広報の実施
※ウェブアンケート調査の実施

広報統計課

継続 全国メディアへの情報配信事業 市 H28～H31▷プレスリリース配信サービスを利用して全国のメディ
　アへ八戸の情報を配信する。

広報統計課

継続 八戸市スポーツ大使制度 市 H29～H31▷八戸市ゆかりのトップアスリートやスポーツチームな
　どを当市の魅力の情報発信するスポーツ大使に委嘱す
　る。
▷教育機関等へスポーツ大使を派遣し、スポーツ教室な
　どを開催する。

広報統計課

継続 八戸特派大使制度 市 H27～H31▷市外で活躍されている経済人や文化人等、八戸ゆかり
　の方々を八戸特派大使に委嘱し、八戸市の魅力をＰＲ
　してもらう。

広報統計課

拡充 マスコットキャラクターいかずき
んズの活用

市 H27～H31▷市政情報の発信時および各種イベント等において、八
　戸市マスコットキャラクターいかずきんズの着ぐるみ
　や画像を活用する。
≪拡充する内容≫
※着ぐるみの更新
※商標登録

広報統計課

継続 原付オリジナルナンバープレート
交付事業

市 H27～H31▷希望者へオリジナルナンバープレートを交付する。 住民税課



基本⽬標４　住み続けたいまちをかたちづくる
【施策２】 拠点機能の強化と広域連携の推進

② 交通ネットワークの充実

区分 事業名 概　　　要 実施主体 事業期間 市担当部署

継続 八戸西スマートインターチェンジ
整備事業

市、東日本高速道
路㈱東北支社

H27～H30▷八戸市と東日本高速道路㈱東北支社がそれぞれの事業
　区分によりスマートＩＣを整備する。

道路建設課

拡充 八戸圏域公共交通計画推進事業
［再掲］

市、八戸圏域連携
中枢都市圏構成町
村

H28～H31▷【連携対象】八戸圏域公共交通計画に基づき、路線バ
　ス上限運賃政策を実施するとともに、各種モビリティ
　マネジメントなどの各リーディングプロジェクトを実
　施する。
≪拡充する内容≫
※乗り継ぎ環境の充実

都市政策課

継続 バス路線維持対策補助事業 市 H28～H31▷広域的・幹線的路線や、南郷方面から中心市街地を結
　ぶ路線等の運行する乗合バス事業者に対し、運営費の
　一部を補助する。

都市政策課

継続 八戸市地域公共交通網形成計画推
進事業

市、交通事業者 H28～H31▷「市内幹線軸」を基軸とした持続可能な公共交通網を
　形成するとともに、乗継拠点の機能を強化する。
▷多様な主体と連携し「育てる公共交通」を構築する。
　
▷「迷わず乗れる」「快適に乗れる」地域公共交通の利
　用環境を整備する。

都市政策課

継続 八戸駅西口駅前広場整備事業 市 H27～H31▷駅前広場の利便性向上のため、八戸駅西口駅前広場を
　整備する。

駅西区画整理事業所

継続 低公害型低床バスの導入 市 H27～H31▷新車購入時に、自動車排出ガス規制（ポスト新長期規
　制）に適合した低床バスを導入する。

交通部
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基本⽬標４　住み続けたいまちをかたちづくる
【施策２】 拠点機能の強化と広域連携の推進

③ 広域連携の推進

区分 事業名 概　　　要 実施主体 事業期間 市担当部署

継続 三圏域連携推進事業 市、関係自治体 H28～H31▷三圏域（八戸・久慈・二戸圏域）の中心市と、圏域を
　所管する県の機関とが連携して、地域振興策を実施す
　る。

政策推進課

継続 連携中枢都市圏推進事業 市 H28～H31▷連携中枢都市圏ビジョンに掲載された連携事業を推進
　するとともに、既存事業の進捗管理や事業の追加・見
　直し等を実施する。

政策推進課

拡充 移住交流促進事業［再掲］ 市、八戸圏域連携
中枢都市圏構成町
村

H27～H31▷【連携対象】圏域内の移住・交流促進に関する各種情
　報を発信する。
▷【連携対象】首都圏において圏域出身者を含めたＵＩ
　Ｊターン希望者等の各種相談の実施する。
≪拡充する内容≫
※デジタルメディアの活用
※八戸駅での帰省客へのＰＲ

広報統計課

継続 市場を核とした湊・小中野地区ま
ちづくり事業

市 H27～H31▷市営魚菜小売市場の建替えと民間市場等との協調開発
　を行う。
▷「荷捌きＤ棟」への来訪者（せり見学者等）を対象と
　する新たな集客施設・機能導入の可能性を検討する。
　

まちづくり文化推進室

継続 販路開拓活動支援事業［再掲］ 市、八戸圏域連携
中枢都市圏構成町
村

H27～H31▷【連携対象】販路開拓支援セミナーを開催する。
▷【連携対象】支援ニーズの発掘や受発注拡大に向けた
　コーディネート活動を行う。
▷【連携対象】企業展示会等への出展や、販路開拓活動
　における課題解決のための取組を支援する。

商工課

拡充 広域観光推進事業 市、八戸圏域連携
中枢都市圏構成町
村

H28～H31▷【連携対象】八戸圏域８市町村の「広域観光ビジョン
　」と「広域観光戦略」を策定し、その中に八戸圏域Ｄ
　ＭＯの方向性を位置づけ、圏域における合意形成・支
　援体制の構築を検討する。
≪拡充する内容≫
※八戸都市圏ＤＭＯ設立支援事業負担金の支出
※圏域の町村と連携した（仮称）はちのへＤＭＯ設立に
　向けた検討

観光課

継続 畜産関連産業振興事業［再掲］ 市、八戸圏域連携
中枢都市圏構成町
村

H27～H31▷【連携対象】「八戸地域畜産関連産業振興ビジョン」
　に基づき、各種取組を行う。

農林畜産課



基本⽬標４　住み続けたいまちをかたちづくる
【施策２】 拠点機能の強化と広域連携の推進

③ 広域連携の推進

区分 事業名 概　　　要 実施主体 事業期間 市担当部署

継続 一時預かり保育事業［再掲］ 市、八戸圏域連携
中枢都市圏構成町
村（連携対象の取
組のみ）

H27～H31▷幼稚園・認定こども園において、通常の就園時間を超
　える在園児の受入を実施する。
▷【連携対象】家庭での保育が一時的に困難となった場
　合に認定こども園・保育所（園）において一時的な受
　入を実施する。

こども未来課

継続 休日保育の実施［再掲］ 市 H27～H31▷認定こども園・保育所（園）において、日曜日・国民
　の祝日等に保育を実施する。

こども未来課

継続 子育てサロン支援事業［再掲］ 市、八戸圏域連携
中枢都市圏構成町
村

H27～H31▷【連携対象】地域の公民館や児童館等において、子育
　てサロン（地域の親子が気兼ねなく集まり、子育ての
　相談や交流ができる場）を運営する。

こども未来課

継続 地域子育て支援センター事業［再
掲］

市、八戸圏域連携
中枢都市圏構成町
村

H27～H31▷【連携対象】地域の認定こども園・保育所（園）を活
　用し、子育ての不安・悩みの相談や保護者同士の交流
　の場を提供する。

こども未来課

拡充 つどいの広場事業［再掲］ 市、八戸圏域連携
中枢都市圏構成町
村

H27～H31▷【連携対象】親子が気軽に集い、様々な遊びや体験を
　通じて相互に交流を図る場を提供する。
▷【連携対象】子育てに関する相談、情報提供、助言そ
　の他の援助を行う。
≪拡充する内容≫
※こどもはっち出前講座の開催
※パパ手帳の配布

こども未来課

継続 ファミリーサポートセンター事業
［再掲］

市、八戸圏域連携
中枢都市圏構成町
村

H27～H31▷【連携対象】育児の援助を必要とする者と育児を援助
　したい者を組織化し、育児に関する相互援助活動を行
　う。

子育て支援課

継続 ドクターカー運行事業［再掲］ 市、八戸圏域連携
中枢都市圏構成町
村

H27～H31▷【連携対象】医師を乗せて救急現場に直行する「ドク
 　ターカー」を八戸市立市民病院に配備、運行する。

 　▷【連携対象】ドクターカーの運行に係る高度医療
機器
　の整備や更新を行う。

総合保健センター推進
室

拡充 八戸圏域公共交通計画推進事業
［再掲］

市、八戸圏域連携
中枢都市圏構成町
村

H28～H31▷【連携対象】八戸圏域公共交通計画に基づき、路線バ
　ス上限運賃政策を実施するとともに、各種モビリティ
　マネジメントなどの各リーディングプロジェクトを実
　施する。
≪拡充する内容≫
※乗り継ぎ環境の充実

都市政策課
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基本⽬標４　住み続けたいまちをかたちづくる
【施策２】 拠点機能の強化と広域連携の推進

③ 広域連携の推進

区分 事業名 概　　　要 実施主体 事業期間 市担当部署

継続 広域的体験学習支援事業［再掲］ 市、八戸圏域連携
中枢都市圏構成町
村

H27～H31▷【連携対象】八戸圏域連携中枢都市圏（八戸市・三戸
　郡・おいらせ町）内の小学校が、圏内の公共施設等を
　活用した体験学習を行う際に、バスの借上料や施設入
　館料、施設使用料を助成する。

教育指導課
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